


更
新
さ
れ
た
今
年
の
障
が
い
者
相
談

員
の
研
修
会
が
前
年
と
同
じ
く
す
こ
や

か
セ
ン
タ
ー
で
六
月
二
十
日
に
あ
り
ま

し
た
。

市
か
ら
の
案
内
で
当
日
出
席
し
た
相

談
員
に
委
託
状
と
証
明
証
を
渡
さ
れ
て

研
修
会
が
始
ま
り
、
基
調
講
演
で
平
成

大
学
講
師
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
び
い

あ

ら
い
ぶ
」
の
理
事
長
の
竹
内
公
昭
氏
に

よ
っ
て
「
相
談
員
の
役
割
と
権
利
擁
護

に
つ
い
て
」
と
題
し
て
活
動
に
対
す
る

心
構
え
や
ど
う
動
く
か
の
フ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
つ
い
て
、
何
人
も
の
先
人
た
ち
の

「
こ
と
ば
」
を
披
露
し
て
講
演
さ
れ
ま

し
た
。
た
だ
余
り
に
も
多
く
の
人
た
ち

の
意
見
や
こ
と
わ
ざ
の
よ
う
な
話
の
な

か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
を
取
り
入
れ
る

か
迷
い
の
出
る
話
で
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
そ
の
次
の
相
談
員
の
活
動
報
告

で
は
、
研
修
会
の
案
内
状
に
記
載
さ
れ

て
い
た
報
告
者
で
は
な
く
、
一
人
目
は

視
覚
協
会
の
岩
崎
周
市
相
談
員
か
ら
、

盲
人
の
方
た
ち
の
情
報
網
と
し
て
の
パ

ソ
コ
ン
活
用
の
指
導
を
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
、
毎
日
の
よ
う
に
多
数
の
問
い
合

わ
せ
、
相
談
電
話
が
あ
り
年
間
四
百
件

を
超
え
る
相
談
事
例
の
報
告
、
次
は
精

神
の
岡
優
範
相
談
員
の
精
神
障
が
い
者

に
対
し
医
師
ま
で
が
十
分
な
理
解
が
出

来
て
い
な
い
等
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
年
度
か
ら
の
新
相
談
員

の
紹
介
が
あ
っ
て
、
続
い
て
報
告
事
例

の
件
数
の
報
告
や
、
現
状
を
踏
ま
え
て

相
談
員
の
設
置
要
綱
の
年
齢
制
限
等
に

し
ば
ら
れ
る
必
要
は
言
わ
な
い
が
、
逆

に
人
数
の
確
保
に
も
こ
だ
わ
ら
な
い
と

説
明
が
あ
っ
て
研
修
会
を
終
了
い
た
し

ま
し
た

。

福
山
市
の
障
が
い
者
相
談
員
へ
の
研

修
会
に
続
き
、
同
会
場
で
相
談
員
協
議

会
の
総
会
を
開
催
致
し
ま
し
た
。

前
川
会
長
の
挨
拶
の
後
、
当
日
会
員

と
し
て
出
席
さ
れ
て
い
た
鎌
刈
県
身
連

会
長
に
も
一
言
お
願
い
し
、
相
談
員
と

し
て
か
ま
え
る
の
で
な
く
仲
間
同
士
と

し
て
対
応
す
る
の
が
相
談
の
入
口
に
な

る
と
の
話
を
聞
い
て
、
総
会
の
議
事
に

入
り
ま
し
た
。

議
長
に
芦
田
協
会
の
甲
斐
理
事
を
選

出
し
て
、
議
事
に
入
り
、
先
ず
前
年
度

の
活
動
報
告
（
行
動
日
誌
は
省
略
）
と

決
算
報
告
、
そ
れ
に
監
査
報
告
を
そ
れ

ぞ
れ
か
ら
報
告
さ
れ
、
若
干
の
質
問
で

承
認
さ
れ
、
そ
の
後
今
年
度
の
事
業
計

画
と
予
算
案
が
提
案
さ
れ
、
ほ
ぼ
原
案

通
り
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
の
議
事
は
役
員
改
選
と
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
は
改
選
年
で

は
な
く
、
欠
員
と
な
っ
た
人
や
、
退
任

者
の
補
充
で
、
理
事
会
で
人
選
し
た
候

補
者
を
提
案
し
、
事
務
局
で
用
意
し
た

役
員
案
で
了
承
と
な
り
ま
し
た
が
、
執

行
部
以
外
の
各
協
会
を
代
表
す
る
理
事

は
１
名
づ
つ
に
絞
る
と
事
務
局
か
ら
前

年
宣
告
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は

徹
底
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

最
後
の
議
案
で
、
会
則
が
何
度
か
改

正
さ
れ
な
が
ら
、
ち
ゃ
ん
と
条
文
が
改

正
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
、
整
理
し

て
条
文
を
直
し
総
会
で
承
認
を
受
け
ま

し
た
。
出
席
者
は
会
費
を
納
入
し
て
、

総
会
は
終
了
と
な
り
ま
し
た
。

＊
新
し
く
委
託
さ
れ
た
相
談
員
名
と
、

改
正
し
た
会
則
を
次
頁
か
ら
２
ペ
ー
ジ

づ
つ
掲
載
し
て
お
き
ま
す
。

１

福
山
市
障
が
い
者
相
談
員
研
修
会

時

二
〇
一
四
年
六
月
二
十
日

所

福
山
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー

二
〇
一
四
年
度

二
〇
一
四
年
度
総
会
開
催

時

六
月
二
十
日
午
後
三
時
三
十
分
～

所

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル

福
山
市
障
が
い
者
相
談
員
協
議
会



その１ 2014.4.1

所属 氏名 〒 住所 電話 相談協

芦田 甲斐　賛 720-1262 芦田町大字下有地甲1949番地 958-2566 理事

(視覚) 中路　英雄 729-3151 芦田町大字福田1012番地3 958-3937

駅家 石黒　義美 720-1146 駅家町大字大橋327番地5 976-0628 理事

高橋　孝子 720-1132 駅家町大字倉光468番地 976-7529

三甲野　節夫 720-1133 駅家町大字近田464番地1 976-4427

栗原　伊佐美 720-1131 駅家町大字万能倉1276番地3 976-0859

加茂 鎌刈　拓也 720-2416 加茂町字粟根301番地 972-2095 顧問

森岡　猛 720-2412 加茂町大字下加茂355番地１ 972-8397

藤原　信弘 720-2411 加茂町字上加茂63番地46 972-8154

高橋　正通 720-2411 加茂町字中野678番地 972-4180

神辺 園生　浩治 720-2124 神辺町大字川南316番地2 962-1252 理事

長谷川　公三 720-2123 神辺町大字川北638番地 962-0103

田上　敬二 720-2114 神辺町大字上竹田416番地47 966-1634 理事

伊藤　達雄 720-2124 神辺町大字川南290番地3 963-0623

車いす 谷本　博美 720-0031 三吉町二丁目9番11号 931-9535

菅原　晃 720-0822 川口町三丁目22番12号 954-1937 理事

坪山　明生 729-0252 本郷町695番地 936-0566

視覚 前川　昭夫 720-0411 熊野町乙1449番地1 959-0781 会長

藤井　貢 721-0941 引野町北一丁目9番2-3号 943-2850 事務局長

岩崎　周市 729-3103 新市町大字新市188番地5 0847-51-5407

根本　敏太郎 720-0832 水呑町300番地7 920-5323 理事

佐藤　行伸 729-0112 神村町5002番地 934-2509

中村　悦子 721-0972 日吉台二丁目8番14-102号 943-5684

松永 小川　愛二 729-0252 本郷町404番地2 936-0321 監事

駒場　直一 729-0112 神村町4976番地2 934-0565

2014年度　福山市身体障がい者相談員名簿

２

福山市から委託されている障がい者相談員のうち、市身連に参加されている協会の、身体

障がい者相談員 の名簿を掲載します。今年から２年間身体障がい者の相談を受けます。心

配なこと、気にかかることなどなんでもご相談ください。



その２ 2014.4.1

所属 氏名 〒 住所 電話 相談協

新市 重藤　弘明 729-3103 新市町大字新市1094番地5 0847-51-8667 事務次長

中谷　博太郎 729-3101 新市町大字戸手2088番地1 0847-51-4515

山本　清人 729-3104 新市町大字宮内831番地12 0847-51-3185

三島　茂 729-3101 新市町大字戸手790番地3 0847-51-3330 副会長

聴覚・中途 高橋　忍 720-0815 野上町三丁目8番-2号 FAX 983-3204

坂井　章 720-0092 山手町3539番地1 FAX 951-3289

井上　佐智子 720-0836 瀬戸町大字長和2596番地17 FAX 951-6365 理事

福山 種本　益明 721-0958 西新涯町一丁目11-22-6 953-5861

大村　徳子 720-0092 山手町943番地5 951-3103

村上　友一 721-0975 西深津町二丁目4番37-105 921-1399 副会長

盛次　紀行　 721-0926 大門町一丁目40番10号 941-3090

中山　正 720-0052 東町一丁目4番1号 925-3597 監事

白石　憲弍 720-0843 赤坂町大字赤坂2062番地 951-0335 理事

藤井　武儀 721-0974 東深津町六丁目2番31号 923-3647 事務次長

＊　連合会以外

＊ 三島　健治郎 720-0825 沖野上町五丁目21番19号 921-4048 副会長

＊ 聴覚・言語 金尾　千三 720-0825 沖野上町六丁目5-5 FAX 925-3616

門田　潤美 720-0083 久松台三丁目13-24 FAX 926-6380

宇田　忠生 720-0811 紅葉町3番18号 FAX 923-1137

吉岡　貞子 720-2115 神辺町大字下竹田2468番地8 FAX 965-0597

＊ （沼隈） 佐藤　正夫 720-0312 沼隈町大字能登原1652番地 987-0997

渡邉　正治 720-0313 沼隈町大字常石962番地１ 987-0392

2014年度　福山市身体障がい者相談員名簿

３

福山市身障団体連合会と相談員協議会の構成には少し違うところがありますので、総会で

決められた相談協の役員体制なのですが、昨年の確認と多少異なる点があり、再確認の必要

があるかもしれません。



福山市障がい者相談員協議会 会則 
  （会の名称） 
第１条 本会は福山市障がい者相談員協議会（略称「相談協」。以下本会という）という。 
  ２、本会の事務所は福山市福祉事務所内に置く。 
  （会員） 
第２条 本会は福山市が委嘱する身体障がい者相談員、知的障がい者相談員及び精神障がい

者相談員（以下「相談員」という）をもって組織する。 
  （目的） 
第３条 本会は、相談員の資質の向上と相互の連携を図り、相談業務を通じて、障がい者の

福祉増進に寄与することを目的とする。 
  （事業） 
第４条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
（１）相談員相互の資質向上及び親睦に関すること 
（２）他の同種協議会及び行政並び福祉関係諸機関との連携及び協力に関すること 
（３）その他目的達成に必要なこと 

  （役員） 
第５条 本会に次の役員をおく。 
 （１）会長         １名 
 （２）副会長        若干名 
 （３）事務局長       １名 
 （４）事務局次長      若干名 
 （５）会計         １名 
 （６）理事         若干名 
 （７）会計監事       ２名 
  ２、本会に顧問を置くことができる。 
  （役員の選出） 
第６条 本会の役員は総会において選出する。 
  （役員の任期） 
第７条 役員の任期は、相談員の任期の中間年から次の任期の中間年とする。この時、役員

が相談員でなくなった時は、その後の総会において役員を補充できるものとする。 
  ２、役員の再任は妨げない。 
  （役員の職務） 
第８条 役員の職務は次のとおりとする。 
（１）会長は本会を代表し、会務を統括する 
（２）副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する 
（３）事務局長は本会の事務を取り扱う 
（４）事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはその職務を代行する 
（５）会計は、本会の会計事務を処理する 
（６）会計監事は本会の事業及び会計を監査する 

４



 
（７）理事は本会の運営に関する基本事項を協議し、決定事項の推進にあたる 

  （会議） 
第９条 本会の会議は、総会、理事会、三役会及び部会とする。 
  ２、総会は毎年１回開催する。ただし会員の３分の１以上の要求があった場合又は会長

が必要と認めるときは臨時に開催できる。 
  ３、理事会及び三役会は、必要のつど開催する 
  ４、全ての会議は、構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数で決する。可否同

数のときは議長が決する。 
  ５、総会の議長は出席会員の中から選出する。 
  ６、前項の場合を除き、会議の議長は会長がこれに当たる。ただし、部会においては、

部長が議長を務める。 
  （総会の付議事項） 
第１０条 総会に付議する事項は次のとおりとする。 
（１）事業報告及び決算報告 
（２）事業計画及び予算案 
（３）会則及び諸規程の制定及び改廃 
（４）その他、重要事項。 

  （部会） 
第１１条 本会の事業推進のため、必要と認めるときは部会を設けることができる。 
  （会計） 
第１２条 本会の運営費は、次の収入を当てる。 
（１）会員の会費 
（２）寄付金その他の収入 
 ２、会員の会費は総会で決定する 
 ３、本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 
附則 
  この会則は２００５年（平成１７年）３月４日から施行する。 
  （追加） 
 ２、この会則は２０１４年６月２０日から施行し、その４月１日から適用する。 
   

５



今
年
初
め
頃
か
ら
前
川
理
事
長
が
発

言
さ
れ
て
い
た
私
達
福
山
市
身
連
の
新

事
務
所
が
、
い
よ
い
よ
７
月
か
ら
福
山

市
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
の
一
階
の
一
室

を
使
わ
せ
て
い
た
だ
く
様
手
続
き
が
完

了
し
、
連
合
会
と
し
て
も
中
央
ビ
ル
の

事
務
所
か
ら
事
務
用
具
や
備
品
等
を
新

事
務
所
に
搬
入
し
て
、
部
屋
に
備
え
付

け
の
棚
な
ど
を
使
わ
せ
て
も
ら
え
る
こ

と
な
ど
で
、
事
務
所
と
し
て
の
形
も
で

き
つ
つ
あ
り
、
実
際
に
専
用
の
事
務
所

と
し
て
発
足
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
。

セ
ン
タ
ー
の
入
口
の
す
ぐ
横
の
部
屋

で
車
い
す
で
の
出
入
り
も
心
配
な
く
、

広
さ
も
理
事
会
（
二
〇
名
程
度
）
を
開

け
る
程
の
大
き
さ
も
あ
り
ま
す
の
で
、

連
合
会
で
搬
入
し
た
椅
子
に
、
部
屋
に

使
っ
て
も
ら
っ
て
い
い
と
置
か
れ
て
い

た
椅
子
と
で
数
も
揃
い
、
会
議
室
を
借

り
て
理
事
会
を
開
催
す
る
必
要
が
な
く

な
り
そ
う
で
す
。

事
務
所
と
し
て
の
機
能
を
揃
え
る
た

め
に
今
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
光
回
線
の
電
話
の
新

設
を
予
約
し
て
お
り
ま
す
が
、
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
中
で
経
費
の
面
で
は
い
い
時
期

な
の
で
す
が
、
工
事
も
立
て
込
ん
で
い

る
ら
し
く
、
八
月
一
日
市
の
担
当
課
に

立
ち
会
っ
て
も
ら
い
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
と
工
事

方
法
の
打
ち
合
わ
せ
は
出
来
て
い
ま
す

が
、
そ
の
日
程
は
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
。
。

配
線
が
通
じ
れ
ば
、
電
話
と
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
が
繋
が
り
、
今
年
度
義
倉
に
申

請
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
の
経
費

が
認
可
さ
れ
て
お
り
、
早
速
立
ち
上
げ

に
取
り
掛
か
る
事
に
な
り
そ
う
で
す
。

ま
だ
今
は
事
務
所
に
誰
か
が
常
駐
す

る
体
制
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
事
務
局

や
幹
部
が
連
合
会
の
業
務
が
あ
る
と
き

出
て
行
っ
て
い
ま
す
が
、
部
屋
の
鍵
は

セ
ン
タ
ー
の
方
で
管
理
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
使
用
す
る
と
き
は
、
事
務
所
を
開

け
て
も
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
使

用
後
は
部
屋
の
電
気
関
係
の
ス
イ
ッ
チ

の
切
り
忘
れ
の
な
い
よ
う
、
特
に
チ
ェ
ッ

ク
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

毎
年
行
わ
れ
て
い
る
、
福
山
東
ラ
イ

オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
招
待
に
よ
る
障
害
者

ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
が
、
今
年
も
福
山
パ
ー

ク
レ
ー
ン
で
７
月
６
日

開
催
さ
れ
ま

し
た
。

私
達
連
合
会
加
入
の
各
協
会
か
ら
も

車
い
す
協
会
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の
協
会

か
ら
選
手
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
が
、

高
齢
者
の
多
い
せ
い
か
少
し
づ
つ
減
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
分
あ
ゆ
み
の
会
等

の
参
加
者
が
あ
っ
て
例
年
通
り
賑
や
か

に
ボ
ウ
リ
ン
グ
２
ゲ
ー
ム
を
楽
し
ま
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
ゲ
ー
ム
後
昼
弁
当

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
成
績
発
表
が
あ

り
、
今
年
も
賞
品
の
フ
ル
ー
ツ
に
参
加

者
が
歓
声
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
。
今
年

は
連
合
会
の
藤
井
事
務
局
次
長
が
謝
辞

を
述
べ
て
大
会
を
終
え
ま
し
た
。

６

福
山
市
身
連

新
事
務
所
へ
移
転

福
山
市
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
内
へ

事務所移転後で予定される行事
8月25日 県大会バス停 乗車地 申告

8月31日 カラオケエントリー締切

9月04日 広島県福祉大会（江田島）

9月12日 市身連 理事会

10月3日 連合会作品展 展示品搬入

10月4日 午前 市身連 臨時総会

午後 カラオケ大会

10月31日 全国障害者スポーツ大会

11月29日 県身連 ハワイ旅行

第
三
三
回

障
害
者
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会

福
山
東
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
招
待



毎
月
一
回
、
連
合
会
は
各
協
会

代
表
の
理
事
が
集
ま
っ
て
、
横
の

連
絡
も
密
に
す
る
た
め
連
絡
会
を

開
催
し
て
お
り
ま
す
が
、
移
転
が

決
ま
り
新
事
務
所
の
整
備
が
す
め

ば
、
そ
こ
で
移
転
記
念
の
よ
う
な

会
合
を
開
こ
う
と
話
が
出
て
い
ま

し
た
が
、
移
転
の
為
の
手
続
き
や
、

事
務
用
品
、
備
品
の
運
び
込
み
、

設
備
の
予
約
等
を
し
て
い
る
う
ち

に
七
月
は
終
わ
り
、
八
月
に
な
っ

て
や
っ
と
電
話
工
事
の
確
認
が
で

き
る
状
況
で
、
七
月
の
連
絡
会
は

出
来
ず
、
こ
の
間
、
最
も
近
い
予

定
は
九
月
四
日
に
県
福
祉
大
会
が

あ
り
、
こ
の
参
加
者
募
集
や
行
程

表
の
連
絡
は
各
協
会
あ
て
の
郵
送

等
で
取
り
、
事
務
局
で
取
り
ま
と

め
て
い
ま
す
。
今
回
の
県
大
会
は

会
場
の
江
田
島
へ
は
高
速
道
路
で

一
直
線
と
い
う
わ
け
に
い
か
ず
、

県
大
会
で
は
最
も
早
く
出
発
す
る

よ
う
な
予
定
な
の
で
、
当
初
予
定

さ
れ
て
い
た
ふ
れ
あ
い
号
で
の
参

加
者
は
取
り
や
め
に
な
っ
た
よ
う

で
す
。
最
近
貸
切
等
の
バ
ス
事
故
の
多

発
を
受
け
て
、
バ
ス
運
行
に
対
す
る
指

導
が
強
化
さ
れ
て
、
安
値
競
争
に
な
ら

な
い
よ
う
に
厳
し
く
言
わ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
バ
ス
代
と
参
加
費
が
心
配
さ
れ

ま
し
た
が
、
市
身
連
で
は
大
会
参
加
費

の
千
円
の
み
を
参
加
者
負
担
と
し
て
実

施
の
予
定
で
す
。

事
務
所
が
変
わ
る
こ
と
は
、
法
人
と

な
っ
た
市
身
連
で
は
、
総
会
を
開
催
し

て
決
定
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
案

な
の
で
、
そ
の
前
の
理
事
会
開
催
が
も

し
か
し
て
、
新
事
務
所
に
お
け
る
最
初

の
会
議
と
な
る
か
も
と
思
い
ま
し
た
が

そ
の
前
に
八
月
の
連
絡
会
が
あ
り
、
理

事
会
は
九
月
一
二
日
の
予
定
で
す
。

そ
の
頃
に
は
電
話
も
通
じ
て
、
パ
ソ

コ
ン
も
揃
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
で

き
、
事
務
所
の
機
能
は
揃
っ
て
い
る
か

と
思
い
ま
す
が
、
十
月
に
予
定
さ
れ
て

い
る
臨
時
総
会
頃
に
は
連
合
会
の
事
務

所
と
し
て
、
馴
染
ん
で
く
る
の
か
と
思

い
ま
す
。
各
協
会
の
会
員
の
皆
さ
ん
通

り
が
か
り
に
は
、
気
軽
に
寄
っ
て
み
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

７

「第４期 福山市障がい福祉計画」

策定に向けた意見交換会 開催される

平成１７年からの「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

によって各市町村がそれぞれ障害福祉計画を策定し、それに基づいて障害者に対応する

事になっています

そのため福山市でも１期３年単位で計画を策定して来ていますが、その第３期の福山

市障がい福祉計画が２０１２年３月から今年度で終了となります。そこで、この計画を

見直し、２０１５年度から２０１７年度までの第４期福山市障がい福祉計画を策定する

事になっています。

この計画の策定のために、障がい者の実態やニーズをしっかり把握する事が大事で、

福山市はランダムに障がい者にアンケート調査を実施し、状況を調べたりしていますが

それと共に、障がい者団体の意見を聞きたいと、身体、知的、精神等の団体にそれぞれ

代表者（身体障がい５名程）の出席を求め、意見交換会を８月５日（火）午前、すこや

かセンター２階の研修室にて開催されました。

私達市身連に身体障がい者代表としての案内がありましたので、前川理事長、三島副

理事長、井上副理事長、藤井貢事務局長、白石理事、江草相談役が出席して、市からこ

れまでの第３期福祉計画の進捗状況の説明等を聞き、身体障がい者としての、現状に対

する自分たちの思いを述べて、今後の第４期の障がい福祉計画に反映されることを希望

しました。

七
月
市
身
連
連
絡
会

開
催
出
来
ず



福
山
市
身
連
が
福
山
市
人
権
交
流
セ

ン
タ
ー
の
中
に
専
用
の
新
事
務
所
を
持

て
る
事
に
な
り
、
電
話
も
新
し
く
設
置

す
る
事
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
今
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
中
の
光
回
線
で
電
話
と
ネ
ッ

ト
を
繋
ぐ
よ
う
予
約
し
て
い
ま
す
。

新
事
務
所
に
移
転
の
こ
の
時
期
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
開
設
の
好
時
期
と
、
そ
の
開

設
費
を
援
助
い
た
だ
こ
う
と
義
倉
に
申

請
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
申
請
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
七
月
十
一
日

事
務
局
が
授
与
式
に
出
席
し
て
来
ま
し

た
。Ｎ

Ｔ
Ｔ
の
電
話
工
事
が
立
て
込
ん
で

い
る
ら
し
く
、
八
月
初
め
の
段
階
で
、

ま
だ
市
の
人
権
セ
ン
タ
ー
管
轄
の
部
署

と
回
線
の
工
事
方
法
に
つ
い
て
は
、
話

が
つ
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
工
事
日

程
は
未
定
で
す
。

こ
の
時
点
で
番
号
も
確
定
し
て
お
り

ま
せ
ん
が
、
設
置
が
す
み
、
用
意
し
て

い
る
電
話
と
、
予
約
中
の
パ
ソ
コ
ン
を

揃
え
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
を
業
者

に
委
託
し
て
、
立
ち
上
げ
る
と
、
約
三

十
万
円
の
予
算
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

認
可
さ
れ
た
金
額
は
二
十
万
円
で
す
の

で
、
そ
の
辺
を
よ
く
検
討
し
て
活
用
さ

せ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

他
の
団
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る

こ
と
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、
自
分
た
ち

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
ど
う
で
き
る
か
い

ま
の
と
こ
ろ
全
く
未
知
数
で
す
。

８

障害者団体活動にご寄付のお願い

私達NPO法人 福山市身体障害者団体連合会は、

特定の事業資金等の収入のないなか、障害者自身

の福祉のため障害者の生活の向上、障害者の社会

参加のための活動をしています。

その活動費として皆様方に当連合会に対し香典

返し等のご寄付をお願いしております。どうぞ私

共の活動をご理解いただきご援助頂けますようお

願い申し上げます。

お申し出いただきますには、NPO法人福山市身

連加入の１１の福祉協会を通じましてか、連合会

事務局へご連絡いただければ幸いです。

（税制措置の対象にもなります）

特定非営利活動法人

福山市身体障害者団体連合会
住所 福山市佐波町262‐3 人権交流センター内

電話 ０８４－９６１－４７３３（FAX 共）

福
山
市
身
連

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
へ

義
倉
へ
の
申
請

認
可
決
定

前
１
３
号
か
ら
ペ
ー
ジ
数
を
減
ら

し
て
発
行
し
ま
し
た
が
、
１
４
号
で

は
相
談
員
の
更
新
が
あ
っ
て
の
研
修

会
と
、
相
談
員
協
議
会
の
総
会
が
開

催
さ
れ
た
こ
と
で
の
記
事
を
載
せ
る

と
そ
れ
だ
け
で
、
ペ
ー
ジ
が
終
わ
り

そ
う
な
の
で
、
変
則
的
に
ペ
ー
ジ
を

２
ペ
ー
ジ
だ
け
追
加
し
て
発
行
す
る

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

事
務
所
が
移
転
し
た
こ
と
で
、
連

合
会
の
通
常
の
活
動
や
連
絡
が
多
少

変
則
的
に
な
り
、
広
報
部
も
情
報
や

連
絡
の
把
握
が
十
分
に
出
来
て
お
り

ま
せ
ん
。

義
倉
に
申
請
中
だ
っ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
開
設
費
が
認
め
て
も
ら
え
た
の

で
、
こ
れ
も
広
報
部
の
仕
事
と
な
り

ま
す
が
、
重
藤
委
員
を
筆
頭
に
、
委

員
と
し
て
は
市
身
連
通
信
を
編
集
し

始
め
た
時
と
同
じ
く
、
一
か
ら
勉
強

に
な
り
そ
う
で
す
。
ブ
ロ
グ
等
に
詳

し
い
会
員
さ
ん
が
い
れ
ば
、
広
報
に

参
加
し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

（
Ｍ
）

編
集
委
員
会
よ
り
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